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宗
教
法
人
は
公
益
事
業
や
、
そ
の
目
的
に
反
し
な
い
限
り
、
公
益
事
業

以
外
の
事
業
と
し
て
収
益
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
規

則
（
寺
則
）
に
事
業
の
種
類
や
管
理
運
営
に
関
す
る
事
項
を
規
定
し
、
経

理
を
分
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

本
来
、
宗
教
法
人
の
事
業
は
、
そ
の
公
共
的
性
格
か
ら
い
っ
て
そ
れ
に

ふ
さ
わ
し
い
内
容
の
も
の
で
あ
り
、
適
正
な
規
模
で
あ
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
ま
す
。
そ
し
て
当
然
、
宗
教
法
人
が
主
体
的
に
行
う
も
の
で
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
他
人
任
せ
の
霊
園
事
業
の
「
名
義
貸
し
」
は
、
以

14
．
安
易
な
事
業
へ
の
取
組
み
は
宗
教
法
人
の

姿
勢
が
問
わ
れ
ま
す

宗
門
で
は
、
宗
門
総
合
振
興
計
画
の
一
環
と
し
て
、
適
正
な
寺

院
運
営
の
啓
蒙
・
普
及
の
た
め
、『
宗
報
』（
平
成
29
年
４
月
号
）

よ
り
『
宗
教
法
人
の
実
務
と
運
用
の
手
引
』
の
内
容
を
掲
載
し
て

お
り
ま
す
。

今
号
で
は
、
宗
教
法
人
の
行
う
事
業
に
つ
い
て
、「
14
．
安
易

な
事
業
へ
の
取
組
み
は
宗
教
法
人
の
姿
勢
が
問
わ
れ
ま
す
」、

「
15
．
宗
教
法
人
も
税
と
無
関
係
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
を
掲
載
い

た
し
ま
す
。

宗門総合振興計画 vol. 8 - 10

寺院の適切な管理運営について
▷ 14．安易な事業への取組みは宗教法人の姿勢が問わ

れます
▷ 15．宗教法人も税と無関係ではありません

寺院活動支援部〈一般寺院担当〉

宗報18-02読物.qxp_宗報  2018/03/15  9:39  ページ 17



18宗報 2018年２月号

下
の
通
知
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
い
る
行
為
で
す
。
甘
言
に
誘
わ
れ
て
の
事

業
へ
の
安
易
な
参
加
に
よ
り
多
額
の
負
債
を
抱�

�

え
込
み
宗
教
法
人
の
破
産

に
つ
な
が
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

※「
墓
地
経
営
・
管
理
の
指
針
等
に
つ
い
て
（
平
成
12
年
12
月
６

日
）（
生
衛
発
第
１
７
６
４
号
）（
各
都
道
府
県
知
事
・
各
指
定
都

市
市
長
・
各
中
核
市
市
長
あ
て
厚
生
省
生
活
衛
生
局
長
通
知
）」

（
抄
）

○
い
わ
ゆ
る
「
名
義
貸
し
」
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

特
に
宗
教
法
人
の
墓
地
経
営
を
許
可
す
る
場
合
に
は
、
宗

教
法
人
の
名
を
借
り
て
実
質
的
に
経
営
の
実
権
を
営
利
企
業

が
握�

�

る
い
わ
ゆ
る
「
名
義
貸
し
」
の
防
止
に
留
意
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
「
名
義
貸
し
」
に
つ
い
て
は
、
…
…
次
の
よ
う
な
場

合
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
寺
院
（
宗
教
法
人
）
に
対
し
て
石

材
店
等
の
営
利
企
業
（
仮
に
Ａ
社
と
す
る
。）
が
墓
地
経
営
の

話
を
持
ち
か
け
、
こ
の
寺
院
は
Ａ
社
よ
り
資
金
そ
の
他
に
つ

い
て
全
面
的
な
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
得
て
墓
地
経
営
の
許
可
を

受
け
る
。
と
こ
ろ
が
当
の
寺
院
は
墓
地
販
売
権
を
始
め
と
し

た
墓
地
経
営
に
つ
い
て
は
実
質
的
に
関
与
し
な
い
取
り
決
め

が
Ａ
社
と
の
間
で
交�

わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
Ａ
社
は
墓
地

使
用
権
と
と
も
に
墓
石
を
販
売
し
て
多
大
な
収
益
を
得
る

が
、
こ
れ
は
一
部
を
除
い
て
寺
院
の
収
入
と
は
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
使
用
者
と
の
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い
て
は
、
最

終
的
な
責
任
者
は
寺
院
に
あ
る
と
し
て
Ａ
社
は
責
任
を
回
避

す
る
。
そ
し
て
、
運
営
の
安
定
性
を
欠
い
た
ま
ま
で
、
後
に

は
資
金
力
の
な
い
寺
院
と
墓
地
だ
け
が
残
る
、
と
い
っ
た
よ

う
な
事
例
で
あ
る
。

こ
う
し
た
事
例
で
最
も
被
害
が
及
ぶ
の
は
墓
地
利
用
者
で

あ
る
。
…
…
宗
教
法
人
の
側
も
、
自
ら
が
墓
地
経
営
の
主
体

で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
て
事
業
に
着
手
す
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
収
益
事
業
は
あ
く
ま
で
も
宗
教
法
人
の
目
的
達
成
の
た
め
に
行

わ
れ
る
も
の
で
す
の
で
、
そ
の
収
益
は
、
必
ず
、
①
当
該
宗
教
法
人
、
②

当
該
宗
教
法
人
を
包
括
す
る
宗
教
団
体
、
③
当
該
宗
教
法
人
が
援
助
す
る

宗
教
法
人
、
④
当
該
宗
教
法
人
が
援
助
す
る
公
益
事
業
の
た
め
に
使
用
さ

れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。（
宗
教
法
人
法
第
６
条
第
２
項
）

な
お
、
所
轄
庁
は
、「
公
益
事
業
以
外
の
事
業
」
の
停
止
命
令
等
の
事

由
に
該
当
す
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
業
務
等
の
管
理
運
営
に

関
す
る
事
項
に
関
し
、
当
該
宗
教
法
人
に
対
し
て
報
告
を
求
め
た
り
、
そ

の
職
員
か
ら
当
該
宗
教
法
人
の
代
表
役
員
等
の
関
係
者
に
対
し
、
質
問
を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
宗
教
法
人
法
第
78
条
の
２
）

ま
た
、
目
的
に
反
す
る
種
類
の
事
業
も
し
く
は
目
的
を
逸
脱
す
る
ほ
ど

宗門総合振興計画
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の
規
模
を
も
っ
た
事
業
を
行
っ
た
り
、
適
正
な
事
業
で
あ
っ
て
も
、
そ
の

収
益
を
宗
教
法
人
の
所
定
の
使
途
に
使
用
し
て
い
な
い
事
実
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
場
合
等
は
、
当
該
宗
教
法
人
に
対
し
、
１
年
以
内
の
期
間
を
限

り
そ
の
事
業
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。（
宗

教
法
人
法
第
79
条
第
１
項
）

宗
教
法
人
は
、
役
職
員
（
住
職
、
副
住
職
、
法
務
員
、
事
務
職
員
等
）
に

対
す
る
給
与
、
報
酬
、
退
職
金
又
は
講
師
謝
礼
等
に
つ
い
て
、
源
泉
徴
収

で
所
得
税
を
預
か
り
納
付
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
宗
教
法
人
が
収
益
事
業
を
営
む
場
合
は
、
法
人
税
等
が
か
か
り

ま
す
。
な
お
、
法
人
税
の
税
率
に
つ
い
て
は
、
株
式
会
社
等
の
普
通
法
人

に
対
す
る
法
人
税
率
よ
り
低
い
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
場
合
の
収
益
事
業
と
は
、
34
種
類
の
指
定
さ
れ
た
以
下
の
事
業

で
、
継
続
し
て
事
業
場
を
設
け
て
営
ま
れ
る
も
の
を
い
い
ま
す
。

〈
収
益
事
業
一
覧
〉

物
品
販
売
業
、
不
動
産
販
売
業
、
金
銭
貸
付
業
、
物
品
貸
付

業
、
不
動
産
貸
付
業
、
製
造
業
、
通
信
業
・
放
送
業
、
運
送

業
・
運
送
取
扱
業
、
倉
庫
業
、
請
負
業
（
事
務
処
理
の
委
託
を

受
け
る
業
を
含
み
ま
す
）、
印
刷
業
、
出
版
業
、
写
真
業
、
席
貸

業
、
旅
館
業
、
料
理
店
業
そ
の
他
の
飲
食
店
業
、
周
旋
業
、
代

理
業
、
仲
立
業
、
問
屋
業
、
鉱
業
、
土
石
採
取
業
、
浴
場
業
、

理
容
業
、
美
容
業
、
興
行
業
、
遊
技
所
業
、
遊
覧
所
業
、
医
療

保
健
業
、
技
芸
教
授
業
、
駐
車
場
業
、
信
用
保
証
業
、
無
体
財

産
権
の
提
供
業
、
労
働
者
派
遣
業

15
．
宗
教
法
人
も
税
と
無
関
係
で
は
あ
り
ま
せ
ん
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